
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和５年８月３１日 

 

 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いましたので、

公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

 １ P.3 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【関係規定】 

 法別表第１の２

「特定技能」の下欄

に掲げる活動 

（追加） 二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に

関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法

務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟

練した技能を要する業務に従事する活動 

 ２ P.3-4 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に

関する事項 

漁業分野において特定技能１号の在留資格で受

け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者

又は漁業分野の第２号技能実習を修了した者とす

る。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「漁業技能測定試験（漁業）」 

イ 「漁業技能測定試験（養殖業）」 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関

する事項 

漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れ

る外国人は、以下に定める試験に合格した者（２号特

定技能外国人については、実務経験の要件も満たす

者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、漁業分

野に関する第２号技能実習を修了した者は、必要な技

能水準及び日本語能力水準を満たしているものとし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

（１）１号特定技能外国人が従事する業務 

て取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

（ア）「１号漁業技能測定試験（漁業）」 

（イ）「１号漁業技能測定試験（養殖業）」 

（２）２号特定技能外国人 

  技能水準（試験区分及び実務経験） 

 ア 試験区分 

（ア）「２号漁業技能測定試験（漁業）」及び「日

本語能力試験（Ｎ３以上）」 

（イ）「２号漁業技能測定試験（養殖業）」及び「日

本語能力試験（Ｎ３以上）」 

イ 実務経験 

（ア）漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）上の登

録を受けた漁船において、操業を指揮監督す

る者を補佐する者又は作業員を指導しながら

作業に従事し、作業工程を管理する者として

の実務経験を要件とする。 

（イ）漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）及び内

水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法

律第 103 号）に基づき行われる養殖業の現場

において、養殖を管理する者を補佐する者又

は作業員を指導しながら作業に従事し、作業

工程を管理する者としての実務経験を要件と

する。 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 



１号特定技能外国人が従事する業務区分は、

上記３（１）に定める試験区分に対応し、それ

ぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分３（１）ア関係 

漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探

索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採

捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等） 

 

 

 

 

イ 試験区分３（１）イ関係 

養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養

殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の

収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３

（１）ア及び（２）アに定める試験区分に対応し、

それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外

国人） 

（ア）漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探

索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採

捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等） 

  （イ）養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養

殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の

収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等） 

イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外

国人） 

（ア）漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探

索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採

捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）、

操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導

及び作業工程の管理。 

（イ）養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養

殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の

収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等）、養殖

を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業

工程の管理。 

3 P.4-5 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【関係規定】 

分野別運用要領（抜

粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

１． １号特定技能外国人が従事する業務  

漁業分野において受け入れる１号特定技能外国人

が従事する業務は、運用方針３（１）に定める試験

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

漁業分野において受け入れる特定技能外国人が従

事する業務は、以下のとおりとする。なお、いずれ



区分及び運用方針５（１）に定める業務区分に従

い、上記第１の試験合格又は下記２の技能実習２号

移行対象職種・作業修了により確認された技能を

要する業務をいう。  

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事

することとなる関連業務（例：① 漁業に係る漁具

の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点

検、船体の補修及 び自家原料を使用した製造・加

工・出荷・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷及び

自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等）に

付随的に従事することは差し支えない。 

の場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事す

ることとなる関連業務（例：①漁業に係る漁具の積

込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、

船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷

・販売等、②養殖業に係る梱包・出荷、自家原料を

使用した製造・加工・出荷・販売等）に付随的に従

事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用

方針５（１）アに定める業務区分に従い、上記第

１の１（１）ア及び２（１）若しくは（２）の試

験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行対象

職種・作業修了により確認された技能を要する業

務。 

（２）２号特定技能外国人 

運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用

方針５（１）イに定める業務区分に従い、上記第

１の１（２）の試験合格及び実務経験により確認

された技能を有する業務。 

4 P.5 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【主たる業務】 

〇１つ目及び２つ

目 

 

○ 漁業分野において受け入れる１号特定技能外国

人は、特定技能基準省令第１条第１項に定めるとお

り、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要

する業務に従事することが求められるところ、本要

領別表に記載された試験の合格等により確認され

た技能を要する本要領別表に記載された業務（漁業

又は養殖業）に主として従事しなければなりませ

ん。 

【主たる業務】 

○ 漁業分野において受け入れる特定技能外国人のう

ち、１号特定技能外国人は相当程度の知識又は経験

を必要とする技能を要する業務、２号特定技能外国

人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に

従事することが求められるところ、本要領別表に記

載された試験の合格等により確認された技能を要す

る本要領別表に記載された業務（漁業又は養殖業）

に主として従事しなければなりません。 



○ 外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むもので

なく、船長や漁労長等の監督者の指示を理解し、又

は監督者の包括的な指示の下で自ら判断しなが

ら、漁労作業や養殖作業の業務に従事するもので

す。 

○ １号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的

に営むものでなく、船長や漁労長等の監督者の指示

を理解し、又は監督者の包括的な指示の下で自ら判

断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事する

ものです。 

5 P.5 ○３つ目 （新設） ○ ２号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的

に営むものではなく、船長や漁労長、養殖経営者の

下で、操業を指揮監督する者や養殖を管理する者を

補佐する者又は他の作業員を指導しながら自らも作

業に従事し、作業工程を指揮・管理する者として漁

労作業や養殖作業の業務に従事するものです。 

6 P.6 【関連業務】 

〇２つ目 

 

○ （略） 

○ なお、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年

間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事

情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連

業務の範囲については、柔軟に対応することとして

おり、関連業務に当たり得るものとして、例えば、

次のものが想定されます（注）。 

（注）専ら関連業務のみに従事することは認められま

せん。 

（分野別運用方針５（１）ア関係：漁業の業務に従事

している場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操

業・生活資材の仕込・積込み 

【関連業務】 

○ （略） 

○ なお、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年

間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事情

を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業

務の範囲については、柔軟に対応することとしてお

り、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次

のものが想定されます（注）。 

（注）専ら関連業務のみに従事することは認められま

せん。 

（分野別運用方針５（１）ア（ア）及びイ（ア）関係：

漁業の業務に従事している場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操

業・生活資材の仕込・積込み 



・ 出漁に係る炊事・賄い 

・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他

付随的な養殖 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又

は材料の一部として使用する製造・加工及び当該

製造物・加工物の運搬・陳列・販売 

・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕

の補助 

・ 社内外における研修 

 等 

 （分野別運用方針５（１）イ関係：養殖業の業務に

従事している場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操

業・生活資材の仕込・積込み 

・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・

管理・保守 

・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張

り等の養殖場における食害防止 

・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用

稚魚の採捕その他付随的な漁業 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又

は材料の一部として使用する製造・加工及び当該

・ 出漁に係る炊事・賄い 

・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付

随的な養殖 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は

材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造

物・加工物の運搬・陳列・販売 

・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の

補助 

・ 社内外における研修 

 等 

 （分野別運用方針５（１）ア（イ）及びイ（イ）関

係：養殖業の業務に従事している場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操

業・生活資材の仕込・積込み 

・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管

理・保守 

・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張

り等の養殖場における食害防止 

・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚

魚の採捕その他付随的な漁業 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は

材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造



製造物・加工物の運搬・陳列・販売 

・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕

の補助 

・ 社内外における研修 

物・加工物の運搬・陳列・販売 

・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の

補助 

・ 社内外における研修 

7 P.7 【労働時間、休憩及

び休日への配慮】 

 

 

○ 特定技能雇用契約は、特定技能基準省令第１条第

１項に定めるとおり、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合

している必要があります。漁業については、日本人

が従事する場合と同様に、労働時間、休憩及び休日

に関する労働基準法等の規定は適用除外となりま

すが、１号特定技能外国人が、健康で文化的な生活

を営み、職場での能率を長期間にわたって維持して

いくため、１号特定技能外国人の意向も踏まえつ

つ、労働基準法等に基づく基準も参考にしながら、

過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間

を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定し

なければなりません。 

【労働時間、休憩及び休日への配慮】 

○ 特定技能雇用契約は、特定技能基準省令第１条第

１項に定めるとおり、労働基準法（昭和２２年法律

第４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合

している必要があります。漁業・養殖業については、

日本人が従事する場合と同様に、労働時間、休憩及

び休日に関する労働基準法等の規定は適用除外とな

りますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活

を営み、職場での能率を長期間にわたって維持して

いくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労

働基準法等に基づく基準も参考にしながら、過重な

長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理

するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなけれ

ばなりません。なお、労働基準法の規定の適用除外

となるのは、労働時間、休憩及び休日に関する規定

だけであり、深夜勤務における深夜割増賃金やその

他の規定については適用除外にならないことにご留

意ください。 

8 P.7 【相談窓口】  

○ １号特定技能外国人を受け入れようとする場合

に当該１号特定技能外国人に従事させようとする

業務が漁業分野に該当するか否か不明な場合の問

合せ先は次のとおりです。 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該

特定技能外国人に従事させようとする業務が漁業分

野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のと

おりです。 



水産庁漁政部企画課 

電話：０３－６７４４－２３４０ 

水産庁漁政部企画課 

電話：０３－６７４４－２３４０ 

9 

 

P.9 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

第２ 特定技能外国人が有すべき技能 第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

10 P.9 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定

技能２号） 

（新設）  申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１

項及び第２項の規定に適合すること及び特定技能雇

用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３

項（第２号を除く。）及び第４項の規定に適合する

ことのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能

を有していることが試験その他の評価方法によ

り証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

11 P.9-10 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に

関する事項 

漁業分野において特定技能１号の在留資格で受

け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者

又は漁業分野の第２号技能実習を修了した者とす

る。 

 

 

 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関

する事項 

漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れ

る外国人は、以下に定める試験に合格した者（２号

特定技能外国人については、実務経験の要件も満た

す者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、漁業

分野に関する第２号技能実習を修了した者は、必要

な技能水準及び日本語能力水準を満たしているもの



 

 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「漁業技能測定試験（漁業）」 

イ 「漁業技能測定試験（養殖業）」 

（２）日本語能力水準 

ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日

本語能力試験（Ｎ４以上）」 

イ そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相

当以上の水準と認められるもの 

として取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

 ア 技能水準（試験区分） 

（ア）「１号漁業技能測定試験（漁業）」 

（イ）「１号漁業技能測定試験（養殖業）」 

 イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本

語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当

以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

 ア 試験区分 

 （ア）「２号漁業技能測定試験（漁業）」及び「日本

語能力試験（Ｎ３以上）」 

 （イ）「２号漁業技能測定試験（養殖業）」及び「日

本語能力試験（Ｎ３以上）」 

 イ 実務経験 

（ア）漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）上の登録

を受けた漁船において、操業を指揮監督する者

を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に

従事し、作業工程を管理する者としての実務経

験を要件とする。 

（イ）漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）及び内水

面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第

103 号）に基づき行われる養殖業の現場におい

て、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員

を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理



する者としての実務経験を要件とする。 

12 P.10-12 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

【関係規定】 

分野別運用要領（抜

粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に

関する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（２）「２号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験

（Ｎ３以上）」（運用方針３（２）アの試験区分） 

 ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

 （技能水準） 

   以下（ア）①及び（イ）の要件を満たす者につ

いては、運用方針５（１）イ（ア）の業務区分に

おいて、熟練した技能を有する者と認める。また、

以下（ア）②及び（イ）の要件を満たす者につい

ては、運用方針５（１）イ（イ）の業務区分にお

いて、熟練した技能を有する者と認める。 

（ア）「２号漁業技能測定試験」 

①「２号漁業技能測定試験（漁業）」 

    当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべ

き技能を有する者であることを認定するもので

ある。また、試験合格に加えて、漁船法（昭和

25 年法律第 178 号）上の登録を受けた漁船にお

いて、操業を指揮監督する者を補佐する者又は

作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程

を管理する者としての実務経験を２年以上有す

ること（注１）を要件とする。 

   （注１）令和５年６月９日の運用要領改正の時

点で、漁業分野（漁業区分）の１号特定技能

外国人として本邦に在留する者については、

同日以前の期間に関しては、操業を指揮監督



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用

に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本

語能力の評価 

（１）漁業分野において受け入れる１号特定技能外国

する者を補佐する者又は作業員を指導しなが

ら作業に従事し、作業工程を管理する者とし

て就労していたかに関わらず、当該者に該当

していたものとして取り扱う。 

②「２号漁業技能測定試験（養殖業）」 

当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべ

き技能を有する者であることを認定するもので

ある。また、試験合格に加えて、漁業法（昭和

24 年法律第 267 号）及び内水面漁業の振興に

関する法律（平成 26 年法律第 103 号）に基づ

き行われる養殖業の現場において、養殖を管理

する者を補佐する者又は作業員を指導しながら

作業に従事し、作業工程を管理する者としての

実務経験を２年以上有すること（注２）を要件

とする。 

   （注２）令和５年６月９日の運用要領改正の時

点で、漁業分野（養殖業区分）の１号特定技

能外国人として本邦に在留する者について

は、同日以前の期間に関しては、養殖を管理

する者を補佐する者又は作業員を指導しなが

ら作業に従事し、作業工程を管理する者とし

て就労していたかに関わらず、当該者に該当

していたものとして取り扱う。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本

語能力の評価 

（１）漁業分野において受け入れる１号特定技能外国



人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たし

ているものとして取り扱う場合における業務内容

と技能実習２号移行対象職種において修得する技

能との具体的な関連性については、次のとおりとす

る。 

ア 運用方針５（１）アの業務区分 

漁船漁業に関連する第２号技能実習（漁船漁業職

種９作業：かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣

り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定

置網漁業、かに･えびかご漁業、棒受網漁業）を良

好に修了した者については、当該技能実習で修得し

た技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選

択して、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持する

ために用いられるという点で、１号特定技能外国人

が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に

関連性が認められることから、修得した技能が漁船

漁業の職種に属する作業のいずれに係るものであ

っても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・

技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識

又は経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）

の試験を免除する。 

イ 運用方針５（１）イの業務区分 

養殖業に関連する第２号技能実習（養殖業職種１

作業：ほたてがい・まがき養殖作業）を良好に修了

した者については、技能実習で修得した技能が、適

切な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収

獲（穫）するために用いられるという点で、１号特

定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹

人が、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たし

ているものとして取り扱う場合における業務内容と

技能実習２号移行対象職種において修得する技能と

の具体的な関連性については、次のとおりとする。 

 

ア 運用方針５（１）ア（ア）の業務区分 

漁船漁業に関連する第２号技能実習（漁船漁業職

種９作業：かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣

り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定

置網漁業、かに･えびかご漁業、棒受網漁業）を良好

に修了した者については、当該技能実習で修得した

技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択

して、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するた

めに用いられるという点で、１号特定技能外国人が

従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連

性が認められることから、修得した技能が漁船漁業

の職種に属する作業のいずれに係るものであっても

漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有

し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験

を有するものと評価し、上記第１の１（１）ア（ア）

の試験を免除する。 

イ 運用方針５（１）ア（イ）の業務区分 

養殖業に関連する第２号技能実習（養殖業職種１作

業：ほたてがい・まがき養殖作業）を良好に修了し

た者については、技能実習で修得した技能が、適切

な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収獲

（穫）するために用いられるという点で、１号特定

技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹とな



となる部分に関連性が認められることから、修得し

た技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係る

ものであっても養殖業の業務で必要とされる一定

の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当

程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第

１の１（２）の試験を免除する。 

（２）（略） 

る部分に関連性が認められることから、修得した技

能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るもので

あっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性

・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知

識又は経験を有するものと評価し、上記第１の１

（１）ア（イ）の試験を免除する。 

（２）（略） 

13 P.12 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

〇１つ目及び２つ

目 

○ １号特定技能外国人として漁業分野の業務に従

事する場合には、本要領別表に記載された技能試験

及び日本語試験の合格等が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に

応じ、本要領別表に記載された職種・作業の技能実

習２号を良好に修了した者については上記の試験

等が免除されます。 

○ １号特定技能外国人として漁業分野の業務に従事

する場合には、本要領別表に記載された１号漁業技

能測定試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に

応じ、本要領別表に記載された職種・作業の技能実

習２号を良好に修了した者については上記の試験が

免除されます。 

14 P.12 ○４つ目 ○ なお、漁業分野においては、特定技能２号での受

入れを行うことはできません。 

 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記

載された２号漁業技能測定試験及び日本語能力試験

の合格に加えて、以下の実務経験が必要です。 

・業務区分：漁業 

漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指

揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しなが

ら作業に従事し、作業工程を管理する者としての２

年以上の実務経験 

この場合の実務とは、船長・漁労長など操業を指

揮監督する者を補佐しながら自らも作業に従事する

こと、又は操業を指揮監督する者の下で自らも漁労

作業を行いつつ、他の作業員に対し、作業内容に合

わせた漁具や作業員の配置等の指揮、船長・漁労長

に対して作業の進捗状態等の報告を行うなど、現場



のリーダー・主任としての管理を行うことをいいま

す。 

・業務区分：養殖業 

漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づ

き行われる養殖業の現場において、養殖を管理する

者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従

事し、作業工程を管理する者としての２年以上の実

務経験 

この場合の実務とは、経営者の下で養殖場長等を

補佐しながら自らも作業に従事すること、又は経営

者の下で養殖場長等として、養殖水産動植物の管理

作業を自らも行いつつ、養殖いけす等の管理者等と

して他の作業員の指導業務を行うことをいいます。 

15 P.13 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

【確認対象の書類】 

 

＜試験合格者の場合＞ 

○ 技能水準を証するものとして次のいずれか 

・漁業技能測定試験（漁業）の合格証明書の写し 

・漁業技能測定試験（養殖業）の合格証明書の写し 

 

○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写

し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類

にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者

は、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試

験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

＜本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・技能水準を証するものとして次のいずれか 

１号漁業技能測定試験（漁業）の合格証明書の写し 

１号漁業技能測定試験（養殖業）の合格証明書の写

し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類

にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者

は、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試

験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２



号修了者の場合＞ 

○ 技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格

している場合は次のいずれか 

・漁船漁業技能評価試験（専門級）の合格証明書の写

し 

・養殖業技能評価試験（専門級）の合格証明書の写し 

 

○ 技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格

していない場合 

・技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２

号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

の「第４章第１節（３）の技能水準に関するもの」

を御参照ください。 

 

 

 

 

 

号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格して

いる場合は次のいずれか 

漁船漁業技能評価試験（専門級）の合格証明書の

写し 

養殖業技能評価試験（専門級）の合格証明書の写

し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格して

いない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２

号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」

の「第４章第１節（３）の技能水準に関するもの」

を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 技能水準を証するものとして次のいずれか 

・２号漁業技能測定試験（漁業）の合格証明書の写し 

・２号漁業技能測定試験（養殖業）の合格証明書の写

し 

○ 日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格証明書の写し 

16 P.13-14 第２ 特定技能外

国人が有すべき技

能水準等 

【留意事項】 

 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験

の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習を良

好に修了したことを証するものとして、【確認対象

の書類】に掲げた技能実習２号修了時の技能実習評

価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の提出が

必要です。 

○ 技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格し

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の

合格等の免除を受けたい場合には、技能実習を良好

に修了したことを証するものとして、【確認対象の書

類】に掲げた技能実習２号修了時の技能実習評価試

験（専門級）の実技試験の合格証明書の提出が必要

です。 

○ 技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格し



ていない場合（外国人の技能実習の適正な実施及び

技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第

８９号）施行前の旧制度（いわゆる外国人研修・技

能実習制度を含む。）の技能実習を修了した場合を

含む。）に、技能試験等を免除するには、実習実施

者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文

書を提出し、第２号技能実習を良好に修了したこと

を証することが必要です。 

○ 制度上、まき網漁業等、漁船漁業職種における本

要領別表に定めるいずれかの作業の技能実習２号

を良好に修了した外国人は漁業全般、ほたてがい・

まがき養殖作業の技能実習２号を良好に修了した

外国人は養殖業全般の業務に従事することができ

ます。 

○ 例えば、まき網漁業の技能実習２号を良好に修了

した外国人が、在留資格「特定技能」により、本邦

において漁業に従事しながら、漁業技能測定試験

（養殖業）に合格した場合には、所定の入管手続を

行ったうえ、養殖業全般の業務に従事することもで

きます。 

ていない場合（外国人の技能実習の適正な実施及び

技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第

８９号）施行前の旧制度（いわゆる外国人研修・技

能実習制度を含む。）の技能実習を修了した場合を

含む。）に、技能試験等を免除するには、実習実施

者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

を提出し、第２号技能実習を良好に修了したことを

証することが必要です。 

○ 制度上、まき網漁業等、漁船漁業職種における本

要領別表に定めるいずれかの作業の技能実習２号を

良好に修了した外国人は漁業全般、ほたてがい・ま

がき養殖作業の技能実習２号を良好に修了した外国

人は養殖業全般の業務に従事することができます。 

 

○ 例えば、まき網漁業の技能実習２号を良好に修了

した外国人が、在留資格「特定技能」により、本邦

において漁業に従事しながら、漁業技能測定試験（養

殖業）に合格した場合には、所定の入管手続を行っ

たうえ、養殖業全般の業務に従事することもできま

す。 

＜特定技能２号＞ 

○ ２号漁業技能測定試験受験の際に、上記実務経験

の有無を確認します。詳細は、試験実施機関へご確

認ください。 

17 P.16 第３ 特定技能雇

用契約の適正な履

行の確保に係る基

準 

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技

能外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１

項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定め

る基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第

１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機



【関係規定】 

告示 

 

私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技

能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

という。）の構成員であること。ただし、特定技能

外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技

能外国人を受け入れた日から４月以内に協議会の

構成員となること。 

二 協議会において協議が調った事項に関する措置

を講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の

要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を

行うこと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

１号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者

派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定す

る必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者

派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の

全部の実施を委託する場合にあっては、第３号に規

定する必要な協力を行う登録支援機関に委託して

いること。 

関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能

外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」と

いう。）の構成員であること。ただし、特定技能外国

人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外

国人を受け入れた日から４月以内に協議会の構成員

となること。 

二 協議会において協議が調った事項に関する措置を

講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の

要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行う

こと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人

を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号

に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る

労働者派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全

部の実施を委託する場合にあっては、第３号に規定

する必要な協力を行う登録支援機関に委託している

こと。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業

分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国

人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、

当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成

に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電

磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 



18 P.17 第３ 特定技能雇

用契約の適正な履

行の確保に係る基

準 

【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

５（３）イ 

 

イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性 

漁業分野においては、同じ地域であっても、対象

魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異な

るとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島

地域や離島地域等に存在していること等の特性が

あり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力

の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニ

ーズに対応するため、漁業分野の事業者による直接

雇用形態に加えて、労働者派遣形態により１号特定

技能外国人を受け入れることが不可欠である。 

イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性 

漁業分野においては、同じ地域であっても、対象

魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異な

るとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島

地域や離島地域等に存在していること等の特性があ

り、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の

融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニー

ズに対応するため、漁業分野の事業者による直接雇

用形態に加えて、労働者派遣形態により特定技能外

国人を受け入れることが不可欠である。 

19 P.17 第３ 特定技能雇

用契約の適正な履

行の確保に係る基

準 

【派遣事業者の要

件】 

〇１つ目 

○ 漁業分野において派遣形態により１号特定技能

外国人を受け入れることができる派遣事業者は、特

定技能基準省令第２条第１項第９号に定めるとお

り、以下の①～③のいずれかに該当し、かつ、法務

大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認

められる者になります。 

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者

であること 

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過

半数を出資していること 

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しく

はその役員若しくは職員が役員であることその

他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に

実質的に関与していると認められる者であるこ

と 

○ 漁業分野において派遣形態により特定技能外国人

を受け入れることができる派遣事業者は、特定技能

基準省令第２条第１項第９号に定めるとおり、以下

の①～③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農

林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者

になります。 

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者で

あること 

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半

数を出資していること 

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくは

その役員若しくは職員が役員であることその他地

方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的

に関与していると認められる者であること 

20 P.17 ○４つ目 ③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると

認められる」場合としては、例えば、地方公共団体、

漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職員を出向

③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認

められる」場合としては、例えば、地方公共団体、

漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職員を出向



させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公

共団体の職員又①に掲げる者若しくはその役員若

しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導

や助言等を行うことにより関与することとされて

いること等が想定されます。  

させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公

共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若

しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導

や助言等を行うことにより関与することとされてい

ること等が想定されます。  

21 P.17 ○５つ目 ○ また、労働者派遣事業における派遣先の対象地域

については、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者か

らの苦情の処理を行い得る地域とされていること

が必要であるところ、労働者派遣形態による１号特

定技能外国人の受入れについては、派遣先の対象地

域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を

適切に行うことができる範囲となっていることが

必要です。 

○ また、労働者派遣事業における派遣先の対象地域

については、派遣元責任者が日帰りで派遣労働者か

らの苦情の処理を行い得る地域とされていることが

必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能

外国人の受入れについては、派遣先の対象地域が苦

情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行

うことができる範囲となっていることが必要です。 

 

22 P.18 【漁業分野の固有

の基準（告示）】 

○５つ目 

○ 協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は、外国

人の受入れ状況の把握や不正行為に対する横断的

な再発防止等、漁業分野における特定技能の在留資

格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能所

属機関に対し、報告の徴収、資料の要求、現地調査

等の指導を行うことがあります。特定技能所属機関

は、協議会におけるこうした取組に対し、誠実に協

力することが不可欠です。（告示第３号関係） 

○ 協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は、外国

人の受入れ状況の把握や不正行為に対する横断的な

再発防止等、漁業分野における特定技能の在留資格

に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能所属

機関に対し、報告の徴収、資料の要求、調査等の指

導を行うことがあります。特定技能所属機関は、協

議会におけるこうした取組に対し、誠実に協力する

ことが不可欠です。（告示第３号関係） 

23 P.19 ○８つ目 （新設） ○ 特定技能所属機関は、特定技能外国人から漁業分

野に係る実務経験を証明する書面の交付を求められ

た場合、当該機関における実務経験を証明する書面

を交付することが必要です。（告示第６号関係） 

24 P.19 第３ 特定技能雇

用契約の適正な履

行の確保に係る基

○ 特定技能所属機関が、初めて１号特定技能外国人

を受け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対

する在留諸申請の際に、上記の誓約書の提出が必要

○ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受

け入れる場合には、地方出入国在留管理局に対する

在留諸申請の際に、上記の誓約書の提出が必要です。 



準 

【留意事項】 

 

です。 

○ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる１

号特定技能外国人に係る在留諸申請（初めて特定技

能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除

く。）及び上記の誓約書を提出して受け入れた１号

特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際

には、漁業分野における特定技能外国人の受入れに

関する協議会の構成員であることを確認できる書

類の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない

場合には当該申請は不許可となることに留意して

ください。 

○ このほか、協議会において協議が調った事項に関

する措置を講じない、または協議会に対して必要な

協力を行わないなど、協議会の構成員として不適格

であると認められ、構成員資格を停止又は取り消さ

れた場合、告示の基準を満たさず、１号特定技能外

国人の受入れができなくなることがあります。 

 

○ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特

定技能外国人に係る在留諸申請（初めて特定技能外

国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）

及び上記の誓約書を提出して受け入れた特定技能外

国人に係る在留期間更新許可申請の際には、漁業分

野における特定技能外国人の受入れに関する協議会

の構成員であることを確認できる書類の提出が必要

です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申

請は不許可となることに留意してください。 

 

○ このほか、協議会において協議が調った事項に関

する措置を講じない、または協議会に対して必要な

協力を行わないなど、協議会の構成員として不適格

であると認められ、構成員資格を停止又は取り消さ

れた場合、告示の基準を満たさず、特定技能外国人

の受入れができなくなることがあります。 

25 P.21-22 第４ 適合１号特

定技能外国人支援

計画の適正な実施

の確保に係る基準 

【関係規定】 

告示 

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技

能外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１

項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定め

る基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公

私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技

能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

という。）の構成員であること。ただし、特定技能

外国人を受け入れていない場合にあっては、特定技

能外国人を受け入れた日から４月以内に協議会の

構成員となること。 

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第

１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機

関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能

外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」と

いう。）の構成員であること。ただし、特定技能外国

人を受け入れていない場合にあっては、特定技能外

国人を受け入れた日から４月以内に協議会の構成員

となること。 



二 協議会において協議が調った事項に関する措置

を講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の

要求、現地調査その他の指導に対し、必要な協力を

行うこと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

１号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者

派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定す

る必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者

派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の

全部の実施を委託する場合にあっては、第３号に規

定する必要な協力を行う登録支援機関に委託して

いること。 

 

二 協議会において協議が調った事項に関する措置を

講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の

要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行う

こと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人

を労働者派遣等の対象とする場合にあっては、前号

に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る

労働者派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全

部の実施を委託する場合にあっては、第３号に規定

する必要な協力を行う登録支援機関に委託している

こと。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業

分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国

人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、

当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成

に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電

磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。   



26 別表 別表（漁業） 

  



  27 分野 

参考様式第

１２－１号 

 

 

 

 



28 分野 

参考様式第

１２－２号 

 

 

 

 


